
を
25
床
か
ら
19
床
に
削
減（
予
定
）す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。こ
れ
を
ふ
ま
え
、病
床
数
を

58
床
か
ら
52
床
に
改
正
す
る
予
定
で
す
。

　

ご
利
用
い
た
だ
く
皆
さ
ま
に
は
多
大
な
ご
迷

惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、国
の

施
策
の一環
で
あ
り
ま
す
の
で
、体
制
変
更
へ
の

ご
理
解
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

お
問
い
合
わ
せ　

市
立
相
川
病
院

　

☎
74‐３
１
２
１

﹁
あ
い
か
わ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
﹂の
廃
止︵
予
定
︶に
伴
い
、訪
問

看
護
体
制
が
変
更
に
な
り
ま
す

　

こ
の
た
び
、諸
般
の
事
情
に
よ
り
平
成
21
年

４
月
１
日
か
ら﹁
あ
い
か
わ
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
﹂を
廃
止（
予
定
）す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。利
用
者
様
や
関
係
者
様
に
は
多
大
な
ご

迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
に
な
り
、深
く
お
詫

び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

当
院
の
看
護
師
不
足
の
事
情
ご
賢
察
の
上
、

ご
理
解
を
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

　

な
お
、相
川
病
院
と
し
て
の
訪
問
看
護
業
務

は
引
き
続
き
行
い
ま
す
。こ
の
場
合
、主
治
医

が
相
川
病
院
の
医
師
で
あ
る
患
者
様
に
限
り
、

訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

お�

問
い
合
わ
せ　

相
川
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン　

☎
74‐３
１
２
１（
相
川
病
院
）

新潟県佐渡地域振興局代表電話番号の廃止のお知らせ
　新潟県佐渡地域振興局（相川二町目浜町20‐1）の代表電話番号（0259-
74-3311）は、電話交換業務の終了により平成21年３月31日をもって廃止し、
夜間休日の電話番号となります。平成21年4月1日以降は次の直通番号へお
掛けください。（直通番号は今までと変更ありません）
お問い合わせ　佐渡地域振興局�企画振興部�総務課　☎74-3320
市外局番�（0259）
部課名� 直通番号 部課名� 直通番号
企画振興部 農林水産振興部（林業部門）
総務課総務係� 74-3316
� 74-3320 林業庶務課庶務係� 74-3435

� 74-3469
� 74-3447県民サービスセンター� 74-3143

������パスポート窓口� 74-3319
地域振興課
　　　　地域振興担当� 74-3129
�������　　産業観光担当� 74-3133

林業振興課地域振興担当� 74-3450
� 74-3329
����������　　県産材担当� 74-3464

出納室出納係� 74-3313 森林施設課林道担当� 74-3475
� 74-3477
�　　　　　治山担当� 74-3478
� 74-3479

県　税　部
課税課直税担当� 74-3212
　　　間税担当� 74-3273
収税課� 74-3310 地域整備部
健康福祉環境部 庶務課庶務係� 74-3153

� 74-3353
��������建設業係� 74-3499
��������行政係� 74-3392

庶務課庶務係� 74-3315
� 74-3325

企画福祉課� 74-3398
� 74-3385
� 74-3386

用地課� 74-3504
� 74-3509
�� 74-3590

地域保健課地域保健担当� 74-3403
��������　 保健指導担当� 74-3407

計画調整課� 74-4040
維持管理課維持第1係� 74-3391
　　　　　維持第2係� 74-3516生活衛生課� 74-3399

環境センター� 74-3428 道路課� 74-3543
� 74-3520
� 74-3545
� 74-3560

中央福祉相談センター佐渡駐在
� 74-3390

各種団体 治水課河川・ダム担当� 74-3394
�������　海岸担当� 74-3530県職員労働組合佐渡支部�74-2469

県職員生活協同組合佐渡売店　
� 74-3566

砂防課� 74-3393
� 74-3540

夜間休日警備員� 74-3311 建築課� 74-3339
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こころ 元気ですか？
★ここ２週間ほど、こんな状態が続いていませんか？チェックしてみましょう。

□ 毎日の生活に充実感がない
□ これまで楽しんでやれていたことが、楽しめなくなった
□ 以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられる
□ 自分が役に立つ人間だと思えない
□ わけもなく疲れたような感じがする

こころの不調や心配なことがあるときは、早めに相談をしましょう。
・佐渡保健所　☎74-3407　・市役所保健医療課　☎63-3115　（月～金曜日　※祝日は除く）

２つ以上があてはまり、そのため
につらい気持ちになる、毎日の生
活に支障がある人は、うつ状態の
可能性があります。
（※「うつ対策推進方策マニュアル
厚生労働省地域におけるうつ対策検
討会」より（平成 16 年１月））

ひとりで悩まないで相談しましょう！


